
 

－23－ 

平成３０年５月１５日第２回三次市議会臨時会を開会した。 

１ 出席議員は次のとおりである（２０名） 

 

２ 欠席議員は次のとおりである（３名） 

 

３ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２３名） 

 

４ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

 

11番 新 家 良 和    20番 竹 原 孝 剛    22番 杉 原 利 明 

事 務 局 長  大 鎗 克 文        次    長  新 田   泉 

議 事 係 長  水 本 公 則        政務調査係長  石 田 和 也 

政務調査主任  清 水 大 志 

市    長  増 田 和 俊        副  市  長  高 岡 雅 樹 

副  市  長  瀬 﨑 智 之        政 策 部 長  中 村 好 宏 
総 務 部 長 
併選挙管理委員会  落 田 正 弘        財 務 部 長  部 谷 義 登 
事 務 局 長 

地域振興部長  瀧 奥   恵        市 民 部 長  稲 倉 孝 士 

福祉保健部長  森 本   純        子育て・女性支援部長  松 長 真由美 

市 民 病 院 部                 産業環境部長         池 本 敏 範                日 野 宗 昭 
事 務 部 長                 併農業委員会事務局長 

建 設 部 長  坂 本 高 宏        水 道 局 長  勝 山   修 

教  育  長  松 村 智 由        教 育 次 長  長 田 瑞 昭 

君 田 支 所 長  小 田 邦 子        布 野 支 所 長  中 宗 久 之 

作 木 支 所 長  中 原 みどり        三良坂支所長  古 野 英 文 

三 和 支 所 長  行 政 豊 彦        甲 奴 支 所 長  牧 原 英 敏 

監査事務局長  中 原 真 一 

２番 重 信 好 範    ３番 伊 藤 芳 則    ４番 弓 掛   元 

５番 藤 井 憲一郎    ６番 黒 木 靖 治    ７番 横 光 春 市 

８番 山 村 惠美子    ９番 宍 戸   稔    10番 保 実   治 

12番 福 岡 誠 志    13番 小 田 伸 次    14番 岡 田 美津子 

15番 鈴 木 深由希    16番 桑 田 典 章    17番 澤 井 信 秀 

18番 池 田   徹    19番 大 森 俊 和    21番 齊 木   亨 

23番 助 木 達 夫    24番 亀 井 源 吉 



 

－24－ 

５ 会議に付した事件は次のとおりである 

 

日程番号 議案番号 件                名 

第 １  会期の決定（１日間） 

第 ２  常任委員の選任（決定） 

第 ３  議会運営委員の選任（決定） 

第 ４ 報告第６号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて） 

第 ５ 議案第62号 財産の無償貸付について（原案可決） 

第 ６  議長の常任委員辞任について（許可） 

第 ７  広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙（当選） 
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平成３０年第２回三次市議会臨時会議事日程（第１号） 

 

（平成30年５月15日） 

 

日程番号 議案番号 件                名 

第 １  会期の決定（ 日間）…………………………………………………… 27 

第 ２  常任委員の選任…………………………………………………………… 27 

第 ３  議会運営委員の選任……………………………………………………… 28 

第 ４ 報 ６ 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）… 28 

第 ５ 議 62 財産の無償貸付について………………………………………………… 29 

第 ６  議長の常任委員辞任について…………………………………………… 30 

第 ７  広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙……………………… 31 
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          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

            ――開会 午前１０時 ０分―― 

○議長（小田伸次君） 皆さん、おはようございます。 

 視聴者の皆様には、御視聴いただき、まことにありがとうございます。 

 三次市議会では、地球温暖化防止と省エネルギー対策のため、５月から10月末までの期間を

ノーネクタイなどの軽装といたしておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 

 ただいまの出席議員数は20名であります。 

 これより平成30年第２回三次市議会臨時会を開会いたします。 

 本日の会議録署名者として、亀井議員及び助木議員を指名いたします。 

 この際、御報告いたします。 

 本日の会議の欠席者として、竹原議員、杉原議員、新家議員から、一身上の都合により欠席

する旨、届け出がありました。 

 また、本日の会議に安井吉舎支所長が欠席する旨、届け出がありました。 

 以上で報告を終わります。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 会期の決定 

○議長（小田伸次君） 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期臨時会の会期は、本日の１日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小田伸次君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日の１日間と決定いたしました。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 常任委員の選任 

○議長（小田伸次君） 日程第２、常任委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。 

 常任委員の選任については、委員会条例第６条第１項の規定により、総務常任委員に大森議

員、岡田議員、杉原議員、澤井議員、山村議員、鈴木議員、伊藤議員、藤井議員の８人を、教

育民生常任委員に竹原議員、福岡議員、保実議員、桑田議員、横光議員、黒木議員、弓掛議員、

そして私、小田の８人を、産業建設常任委員に助木議員、池田議員、亀井議員、宍戸議員、新

家議員、齊木議員、重信議員の７人を、広報広聴常任委員に池田議員、新家議員、齊木議員、

山村議員、横光議員、黒木議員、重信議員、藤井議員の８人をそれぞれ指名したいと思います。

予算決算常任委員には、議長を除く全議員の22名を指名いたします。これに御異議ありません

か。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小田伸次君） 御異議なしと認めます。 
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 よって、ただいま指名いたしました以上の議員をそれぞれの常任委員に選任することに決定

いたしました。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３ 議会運営委員の選任 

○議長（小田伸次君） 日程第３、議会運営委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員の選任については、委員会条例第６条第１項の規定により、竹原議員、岡田議

員、福岡議員、亀井議員、宍戸議員、新家議員、杉原議員、澤井議員、山村議員、鈴木議員の

10名を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小田伸次君） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました以上の議員を議会運営委員に選任することに決定いたし

ました。 

 各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長の互選については、次の休憩中に委員会を開

催され互選されますよう、年長委員の方はよろしくお願いいたします。 

 各委員会の正副委員長の互選などのため、この際、暫時休憩いたします。再開は別途連絡さ

せていただきます。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

            ――休憩 午前１０時 ４分―― 

            ――再開 午前１１時１０分―― 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（小田伸次君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長の互選の結果について報告を受けましたので、

この際、御報告いたします。 

 総務常任委員会委員長に杉原議員、副委員長に鈴木議員、教育民生常任委員会委員長に福岡

議員、副委員長に桑田議員、産業建設常任委員会委員長に齊木議員、副委員長に重信議員、広

報広聴常任委員長に山村議員、副委員長に藤井議員、予算決算常任委員長に竹原議員、副委員

長に横光議員、議会運営委員会委員長に澤井議員、副委員長に新家議員、以上のとおりそれぞ

れ互選されました。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第４ 報告第６号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて） 

○議長（小田伸次君） 日程第４、報告第６号専決処分の報告についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 （副市長 高岡雅樹君、挙手して発言を求める） 

○議長（小田伸次君） 高岡副市長。 

            〔副市長 高岡雅樹君 登壇〕 
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○副市長（高岡雅樹君） ただいま御上程になりました報告第６号の報告１件について御説明申し

上げます。 

 報告第６号専決処分の報告について御説明申し上げます。 

 本件は、平成30年３月20日に、三次市十日市町190番３地先、市道胡子坂根線の路上で発生

した横断溝グレーチングの不全による物損事故につきまして、相手方と協議を行った結果、示

談が調い、その損害賠償額を地方自治法第180条第１項の規定により専決処分いたしましたの

で、同条第２項の規定により御報告申し上げるものであります。 

 以上、報告１件について御報告申し上げます。 

○議長（小田伸次君） 質疑をお願いいたします。 

 （６番 黒木靖治君、挙手して発言を求める） 

○議長（小田伸次君） 黒木議員。 

○６番（黒木靖治君） 先ほどの専決事項で、今までちょこちょこ専決事項があるんですが、この

専決事項の書類へ現場の写真を添付できないかどうか、今後、その場所の。これは要望として

１点お伺いします。 

 （副市長 高岡雅樹君、挙手して発言を求める） 

○議長（小田伸次君） 高岡副市長。 

○副市長（高岡雅樹君） 写真の添付につきましては、今後検討させていただきたいと思います。

本当はあってはいけないんですが、いろいろなケースもございますので、一律にできるかどう

か、そういったところも含めて、写真の添付については検討課題とさせていただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（小田伸次君） ほかに質疑はありませんか。 

            （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小田伸次君） これをもって質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております報告１件は、地方自治法に基づき指定された専決処分であり、

先例により質疑のみといたします。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第５ 議案第６２号 財産の無償貸付について 

○議長（小田伸次君） 日程第５、議案第62号財産の無償貸付についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 （副市長 高岡雅樹君、挙手して発言を求める） 

○議長（小田伸次君） 高岡副市長。 

            〔副市長 高岡雅樹君 登壇〕 

○副市長（高岡雅樹君） ただいま御上程になりました議案第62号の議案１件について御説明申し

上げます。 

 議案第62号財産の無償貸付について御説明申し上げます。 

 本案は、広島県が実施する主要地方道吉舎油木線の道路改良事業に伴う三次消防署甲奴出張
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所の移転先について、甲奴支所敷地内を計画地として無償で借り受けたいとの依頼がありまし

た。このため、適切な消防行政を図ることを目的に、甲奴支所の敷地の一部である土地603.21

平方メートルを備北地区消防組合へ無償で貸し付けることについて、地方自治法第96条第１項

第６号の規定により、市議会の議決を求めようとするものであります。 

 以上、議案１件につきまして、よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上

げます。 

○議長（小田伸次君） 質疑を願います。 

            （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小田伸次君） 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第62号財産の無償貸付については、三次市議会会議規則

第37条第３項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小田伸次君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第62号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 討論を願います。 

            （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小田伸次君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第62号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第62号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小田伸次君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 

 この際、議事の進行上、副議長と交代し、退場いたしますので、よろしくお願いいたします。 

            〔議長交代〕 

            〔議長 小田伸次君 退席〕 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第６ 議長の常任委員辞任について 

○副議長（助木達夫君） 続きまして、日程第６、議長の常任委員辞任についてを議題といたしま

す。 

 教育民生常任委員の小田議長から、議長の職務を行う都合上、常任委員を辞職したいとの申

し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 本件は、申し出のとおり辞任を許可することに御異議ありませんでしょうか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○副議長（助木達夫君） 御異議なしと認めます。 

 よって、小田議長の常任委員辞任を許可することに決定をいたしました。 

 それでは、議長と交代をいたします。 

            〔議長 小田伸次君 着席〕 

            〔議長交代〕 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第７ 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○議長（小田伸次君） 日程第７、これより広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行い

ます。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選によりたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小田伸次君） 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小田伸次君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員については、議会運営委員会において、重要性に鑑

み、議長を選任するべきとの協議結果が出されておりますので、その結果に基づいて、私、小

田伸次を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま指名いたしました私、小田伸次を当選人と定めることに御異議ありませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小田伸次君） 御異議なしと認めます。 

 よって、私、小田伸次が広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人に当選いたしまし

た。 

 以上で臨時会に付議されました事件の審議は全て終了いたしました。 

 これにて平成30年第２回三次市議会臨時会を閉会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

            ――閉会 午前１１時２０分―― 
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 地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

平成30年５月15日 
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